
 添付書類８  

 

 公的な運営に関する要件（医療法第４２条の２第１項第６号）に該当する旨を説 

明する書類（事業） 
 

                  申請者名：                     

 

                住  所：                     

 

 以下のとおり相違ありません。 

 

１ 費用の額の明細（規則第３０条の３５の３第１項第２号イ） 

病院、診療所、介護老人保健施設 

及び介護医療院等名 

本来業務に係る費用 

の額 

全ての業務に係る費用

の額 

割 合 

①／② 

 円 円 
 

    

    

合   計 ① ② ％ 

 （記載上の注意事項） 

(1) 直近に終了した会計年度の費用の額について、病院、診療所、介護老人保健施設及び介護医療院等の別に記載す

ること。 

(2) 本来業務に係る費用の額の合計①が、損益計算書の本来業務事業損益に係る事業費用の金額と一致すること。 

(3) 全ての業務に係る費用の額の合計②が、損益計算書の本来業務事業損益、附帯業務事業損益及び収益業務事業損

益に係る事業費用の合計額と一致すること。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



２ 医療保健業務に係る収入金額の明細（規則第３０条の３５の３第１項第２号ロ） 

○ 本来業務に係る収入金額の明細 

病院、診療所、介 

護老人保健施設及び

介護医療院名 

区    分 
支払基金等から 

受けた収入金額 

患者から受けた 

収 入 金 額 
収入金額計 割合 

 

社会保険診療 円 円 円 ％ 

労災保険診療     

健康診査     

予防接種     

助産     

介護事業     

障害福祉事業     

補助金等     

その他     

計     

 

社会保険診療     

労災保険診療     

健康診査     

予防接種     

助産     

介護事業     

障害福祉事業     

補助金等     

その他     

計     

合    計 

社会保険診療               

労災保険診療                

健康診査                

予防接種               

助産     

介護事業     

障害福祉事業     

補助金等     

その他            

計   ③  100.0％ 

  

 

 

 

 

 

 



○ 附帯業務に係る収入金額（医療保健業務に係るものに限る。）の明細  

施設名 区    分 
支払基金等から 

受けた収入金額 

患者から受けた 

収 入 金 額 
収入金額計 割合 

 

社会保険診療 円 円 円 ％ 

労災保険診療     

健康診査     

予防接種     

助産     

介護事業     

障害福祉事業     

補助金等     

その他     

計     

 

社会保険診療     

労災保険診療     

健康診査     

予防接種     

助産     

介護事業     

障害福祉事業     

補助金等     

その他     

計     

合    計 

社会保険診療               

労災保険診療                

健康診査                

予防接種               

助産     

介護事業     

障害福祉事業     

補助金等     

その他            

計   ④  100.0％ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



○ 本来業務に係る収入金額及び附帯業務に係る収入金額（医療保健業務に係るものに限る。）の 

合計金額の明細  

 区    分 
支払基金等から 

受けた収入金額 

患者から受けた 

収 入 金 額 
収入金額計 割合 

合    計 

社会保険診療   ⑤ ⑮ 

労災保険診療    ⑥ ⑯ 

健康診査   ⑦ ⑰ 

予防接種   ⑧ ⑱ 

助産   ⑨ ⑲ 

介護事業   ⑩ ⑳ 

障害福祉事業   ⑪ ㉑ 

補助金等   ⑫ ㉒ 

その他   ⑬  

計     100.0％ 

（記載上の注意事項） 

(1) 直近に終了した会計年度の医療保健業務に係る収入金額について、本来業務と附帯業務を区別したうえで、病

院、診療所、介護老人保健施設及び介護医療院の別に記載すること。その際、③が損益計算書の本来業務事業損

益に係る事業収益の金額（※）と一致すること。 

(2) 直近に終了した会計年度の附帯業務のうち、医療保健業務以外の業務に係る収入金額について、次の表に記載

すること。その際、④及び⑭の合計額が、損益計算書の附帯業務事業損益に係る事業収益の金額（※）と一致す

ること。 

 （※）医療法人が採用する会計基準によっては、補助金等に係る収入金額が事業外収益又は特別収益に計上され

ている場合があるが、その場合は事業収益の額に補助金等に係る収入金額のうち、(1)は本来業務、(2)は附帯

業務に係るものを加算した金額とする。 

 

○ 附帯業務のうち、医療保健業務以外の業務に係る収入金額の明細  

医療保健業務以外の業務を行う施設名等 医療保健業務以外の業務に係る収入金額 

  

  

  

  

合計 ⑭                      円 

 

３ 労働者災害補償保険法による患者の診療報酬（規則第３０条の３５の３第１項第２号ロ） 

労働者災害補償保険法（昭和２２年法律第５０号）に係る患者の診療報酬が社会保険診療と

同一の基準により計算するか否か、いずれか該当する項目欄の□にチェックすること。 

   □ 同一の基準による 

   □ 同一の基準によらない 

 

 

 



４ 健康診査に係る収入の明細（規則第３０条の３５の３第１項第２号ロ⑵） 

健康保険法 円 学校保健安全法 円 

船員保険法 円 母子保健法 円 

国民健康保険法 円 労働安全衛生法 円 

国家公務員共済組合法 円 
高齢者の医療の確保に関

する法律 
円 地方公務員等共済組合法 円 

私立学校教職員共済法 円 

計 円 計 円 

  健康診査に係る収入合計 ㉓         円 

 （記載上の注意事項） 

○ ⑦が㉓と一致すること。 

 

５ 予防接種に係る収入の明細（規則第３０条の３５の３第１項第２号ロ⑶） 

（記載上の注意事項） 

○ ⑧が㉔と一致すること。 

 

６ 助産に係る収入の明細（規則第３０条の３５の３第１項第２号ロ⑷） 

 分娩件数 助産に係る収入金額 

自由診療のうち助産に係る収入 ㉕        件 ㉖        円 

分娩件数（㉕）×５０万円  ㉗        円 

 （記載上の注意事項） 

○ ⑨が㉖又は㉗の金額のうちいずれか低い方の金額と一致すること。 

添付資料 

  ○ 診療報酬規程 

 

 

 

 

 

 

定期の予防接種等 任意の予防接種のうち告示に定めるもの 

定期接種 円 麻しん 円 

臨時接種 円 風しん 円 

 円 インフルエンザ 円 

 円 おたふくかぜ 円 

    

計 円 計 円 

  予防接種に係る収入合計 ㉔     円 



７ 介護保険法のサービス・事業（社会保険診療に含まれるものを除く。）に係る収入の明細（規

則第３０条の３５の３第１項第２号ロ⑸） 

   （記載上の注意事項） 

   ○ ⑩が㉘と一致すること。 

 

８ 障害福祉サービス・事業（社会保険診療に含まれるものを除く。）に係る収入の明細（規則第

３０条の３５の３第１項第２号ロ⑹） 

障害者の日常生活及び社会生活を 

総合的に支援するための法律 
児童福祉法 

介護給付費 円 障害児通所給付費 円 

特例介護給付費 円 特例障害児通所給付費 円 

訓練等給付費 円 障害児入所給付費 円 

特例訓練等給付費 円 特定入所障害児食費等給付費 円 

特定障害者特別給付費 円 障害児相談支援給付費 円 

特例特定障害者特別給付費 円 特例障害児相談支援給付費 円 

地域相談支援給付費 円   

特例地域相談支援給付費 円   

計画相談支援給付費 円   

特例計画相談支援給付費 円   

基準該当療養介護医療費 円   

地域生活支援事業 円   

    

計 円 計 円 

  障害福祉事業に係る収入合計 ㉙     円 

   （記載上の注意事項） 

   ○ ⑪が㉙と一致すること。 

 

 

 

 

 

 

第二種社会福祉事業 社会福祉事業以外 

居宅サービス事業 円 居宅サービス事業 円 

地域密着型サービス事業 円 地域密着型サービス事業 円 

介護予防サービス事業 円 介護予防サービス事業 円 

地域密着型介護予防サー

ビス事業 
円  円 

    

計 円 計 円 

  介護事業に係る収入合計 ㉘     円 



９ 補助金等に係る収入金額の明細（規則第３０条の３５の３第１項第２号ロ⑺） 

補助金等の名称 補助金等に係る収入金額 

  

  

  

  

合計 ㉚                      円 

（記載上の注意事項） 

  ○ 国又は地方公共団体が直接又は間接に交付する補助金その他相当の反対給付を伴わない給付金（固定資産の取

得に充てるためのものを除く。）に係る収入金額及び国又は地方公共団体の委託又は再委託を受けて行う事業に係

る収入金額のうち、医療保健業務に係るものを記載すること。 

  ○ ⑫が㉚と一致すること。 

 

１０ 自費患者に対し請求する金額（規則第３０条の３５の３第１項第２号ハ） 

診療収入について、自費患者に請求する金額（特定外国人患者請求額を除く。）は、社会保険

診療と同一の基準により計算するか否か、いずれか該当する項目欄の□にチェックすること。 

   □ 同一の基準による 

   □ 同一の基準によらない 

 

１１ 特定外国人患者請求額（規則第３０条の３５の３第１項第２号ニ） 

診療収入について、特定外国人患者請求額は、社会保険診療報酬と同一の基準により計算さ

れる金額から当該金額に３を乗じて得た金額までの範囲内であって地域における標準的な料金

を超えないものか否か、いずれか該当する項目欄の□にチェックすること。 

   □ 当該料金を超えない額である 

   □ 当該料金を超える額である 

添付資料 

  ○ 「社会医療法人等が行う訪日外国人患者診療価格設定について（通知）」（令和８年３月 31 日付け医政発 0331

第 19号厚生労働省医政局長通知）別添様式 

  ○ 診療報酬規程 

  ○ 訪日外国人患者診療価格が「地域における標準的な料金を超えない額」であることを説明する書類 

 



１２ 本来業務に係る収入金額及び費用の額の明細（規則第３０条の３５の３第１項第２号ホ）  

病院、診療所、介護老人保

健施設及び介護医療院名 

本来業務に係る収入金額

(Ａ) 

本来業務に係る費用の額

(Ｂ) 

割 合 

Ａ／Ｂ 

 円 円 ％ 

   ％ 

   ％ 

合   計 ㉛        ㉜        ％ 

 

（記載上の注意事項） 

(1) 直近に終了した会計年度の本来業務に係る収入金額及び費用の額について、病院、診療所、介護老人保健施設

及び介護医療院の別に記載すること。 

(2) 本来業務に係る収入金額の合計㉛が、損益計算書の本来業務事業損益に係る事業収益（※）の金額と一致する

こと。 

(3) 本来業務に係る費用の額の合計㉜が、損益計算書の本来業務事業損益に係る事業費用の金額と一致すること。 

 （※）医療法人が採用する会計基準によっては、補助金等に係る収入金額が事業外収益又は特別収益に計上され

ている場合があるが、その場合は事業収益の額に補助金等に係る収入金額のうち本来業務に係るものを加算

した金額とする。 


